
事 務 連 絡 

平成２３年９月２９日 

 

 

社団法人日本医療法人協会会長 殿 

 

 

厚生労働省医政局指導課 

 

 

 

東京電力福島原子力発電所の事故により被害を受けた医療機関への補償について 

（その２） 

 

 

 標記について、別添のとおり、福島県医療主管課宛てに事務連絡を発出いたしましたの

で、貴職におかれましても、当該事務連絡の内容について御了知いただきますとともに、

福島県内の関係会員各位に広く周知いただきますようお願い申し上げます。 

 

 



事 務 連 絡 

平成２３年９月２９日 

 

 

福島県医療主管課 御中 

 

 

厚生労働省医政局指導課 

 

 

 

東京電力福島原子力発電所の事故により被害を受けた医療機関への補償について 

（その２） 

 

 

 今般の東日本大震災に伴う対応について、特段の御配慮をいただきまして、厚く御礼申

し上げます。 

 東京電力福島原子力発電所の事故により被害を受けた医療機関への補償の手続き等につ

いては、９月１日付け医政局指導課事務連絡において、連絡したところです。 

 本日、東京電力から、厚生労働省及び福島県の医療福祉関係団体宛てに、避難等区域内

の医療福祉機関に対する原子力損害賠償金の支払いについての留意点等に関する文書が発

出されました。当該文書の内容について、御了知いただきますとともに、貴管内の警戒区

域、緊急時避難準備区域及び計画的避難区域に所在する医療機関に対し、周知していただ

きますようお願いします（別添参照）。 

 また、９月２７日には、東京電力から、被害を受けた事業者（医療機関も含む。）に対し

て、賠償金の請求書類が発送されております。 

 貴県におかれましては、県内の医療関係団体とも緊密に連携・情報共有していただくと

ともに、常に各医療機関の経営状況に注視して、必要に応じて相談に応じるなど、医療機

関に対する賠償金の支払いが円滑に行われるよう、適切な御対応をしていただきますよう

お願いいたします。 

 

 

 

 

＜照会先＞ 

               厚生労働省医政局指導課企画法令係  米岡、山本 
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